
令和８年６月５日 

特別会議室 

裏面あり 

 

荒川区町会連合会会議次第 
 

１ 会長あいさつ 

 

２ 区民生活部長あいさつ 

 

３ 議題 

（１）関係団体からの依頼事項 

①令和8年度（第76回）“社会を明るくする運動”の実施について 

(“社会を明るくする運動”荒川区推進委員会) ········· ３～６ページ 

 

②荒川区環境清掃推進連絡会の総会等について 

(荒川区環境清掃推進連絡会) ······························· ７ページ 

 

（２）区からの依頼事項 

③カラス除け対策実証実験の実施について 

④プラスチック回収の実施状況報告について 

(清掃リサイクル推進課) ································ ８～１２ページ 

 

⑤第45回あらかわの伝統技術展のポスター掲示について 

(生涯学習課) ········································· １３～１４ページ 

 

⑥帯状疱疹予防接種の実施について 

(健康推進課) ········································· １５～１７ページ 

 

⑦ＪＯＢコーナー町屋及び町屋おしごとテラスのＰＲポスター掲示について 

(経営支援課) ········································· １８～１９ページ 

 

⑧令和８年度荒川区表彰規則による被表彰候補者の推薦について 

(総務課) ·············································· ２０～３１ページ 

 

⑨町会・自治会の夏季行事の調査について 

(広報・シティプロモーション課) ····················· ３２～３４ページ 

 

⑩令和８年度交通安全運動用品の配付希望調査の実施について 

(生活安全課) ········································ ３５～３８ページ 

 

⑪住居表示における補助番号制度の実施について 

(戸籍住民課) ········································ ３９～４０ページ 
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（３）東京都からのお知らせ 

⑫防災備蓄倉庫設置等助成について 

⑬まちの応援プロボノチームについて 

⑭「町会・マンションみんなで防災訓練」連携事例集について 

(地域つなぐ課) ······································· ４１～６０ページ 

 

４ 情報交換 
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8 荒社明第 6 号 

令和 8 年 6 月 5 日 

（ 公 印 省 略 ）  

各町会長・自治会長 殿 

“社会を明るくする運動”荒川区推進委員会 

委員長  滝口 学 

令和8年度（第76回）“社会を明るくする運動”の実施について 

令和8年度（第76回）“社会を明るくする運動”につきまして、下記のとおり実施い

たしますのでご報告します。 

記 

１ 運動の趣旨 

“社会を明るくする運動”は、昭和24年に始まった、犯罪や非行の防止と罪を犯し

た人たちの立ち直りへの理解と協力を呼びかける全国的な運動です。 

令和 8 年度（第 76 回）“社会を明るくする運動”では、全国統一テーマとして、   

「『保護司』をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう」が掲げられ

ています。 

区においても、「あらかわの心」推進運動の趣旨も踏まえながら、「ふれあいと対話が

築く明るい社会」「防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り」をスローガンに、地域ぐるみ

で犯罪や非行の防止、立ち直り支援への理解促進に取り組みます。 

なお、7月は“社会を明るくする運動”の強調月間です。 

２ 活動の内容 

（１）街頭駅頭宣伝活動 

期日 区内5地区で実施 

7月 1日（水）・・・南千住、荒川、尾久、日暮里 

8月 22日（土）・・・町屋 

場所 区内の各駅、都電の停留所付近、商店街など 

内容 啓発物品の配布等 

（２）街頭パレード・集会等（予定） 

・南千住地区：12月 6日（日）午前10時 30分から「社明パレード」 

開会式：南千住第二中学校 

コース：南千住第二中学校→第一中学校 
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・荒川地区：11月 8日（日）午前9時から「社明パレード」 

開会式：峡田小学校 

コース：峡田小学校→峡田小学校（出発・到着ともに同じ） 

・町屋地区：8月22日（土）午後2時から 「社明いきいきフェスタ」 

会場：ムーブ町屋 

・尾久地区：6月7日（日）午前10時から「社明パレード」 

開会式：尾久小学校 

コース：尾久小学校→尾久西小学校 

・日暮里地区：9月19日（土）午前9時30分から 「社明イベント」 

会場：日暮里サニーホール 

 

  ※このほか、各地区推進委員会による講演会や集会等が開催されます。 

各地区の活動の詳細については、各地区の区民事務所へお問い合わせください。 

 

（３）関連事業 

  ・あらかわ遊園観覧車のライトアップ 

   期間：7月3日（金）から5日（日）の午後7時30分から午後8時まで 

内容：社会を明るくする運動”のシンボルカラー（黄色）によるライトアップ 

・第18回あらかわ「社明」コンサート（事前抽選制） 

日時：7月4日（土）午後4時から 

主催：荒川区保護司会 

共催：“社会を明るくする運動”荒川区推進委員会 

問い合わせ：荒川区保護司会サポートセンター（TEL 03-6458-3030） 

 

 

問合せ（事務局） 

子ども家庭部子ども・若者課若者支援係 

電話03－3802－3814（直通） 
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8 荒社明第 6 号 

令和 8 年 6 月 5 日 

（ 公 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 殿 

“社会を明るくする運動”荒川区推進委員会 

委員長  滝口 学 

 

 

防犯ポスターの掲示について（依頼） 

 

日ごろから、“社会を明るくする運動”にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござ

います。 

さて、“社会を明るくする運動”荒川区推進委員会では、7月の“社会を明るくする運

動”強調月間に、同運動の趣旨を周知するため、駅頭広報活動やミニ集会などの事業を

予定しております。 

また、子どもの安全について地域での関心を高めるため、「防犯ポスター」を作成し

ました。 

つきましては、この「防犯ポスター」を町会掲示板に掲示していただきますよう、お

願いいたします。 

 

記 

 

１ 送付枚数  各町会掲示板の数 

 

２ 掲示期間  令和8年7月1日(水)～7月31日(金) 

 

 

 

問合せ（事務局） 

子ども家庭部子ども・若者課若者支援係 

電話03－3802－3814（直通） 
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令和８年６月５日 

町会連合会会長 各位 

荒川区環境清掃推進連絡会事務局 

荒川区環境清掃推進連絡会の総会等について 

令和８年度における、荒川区環境清掃推進連絡会の予定等について、 

５月２９日（金）に開催した「常任理事会」の採決に基づき、以下のとおり 

ご案内します。 

 

１ 総会について（開催日時と場所） 

日時：令和８年７月２日（木）  

     受付開始 １４時４５分～ 

     総会開始 １５時００分～ 

感謝状贈呈式 １５時３０分頃～（総会終了次第） 

会場：サンパール荒川３階 小ホール  

  ※各町会長、感謝状贈呈対象者について、郵送にてご案内します。 

 

２ 会費について 

本連絡会の活動費は、会費と区の補助金により運営されております。 

令和８年度の会費について、上記の常任委員会の採決により、活動に要

する経費を踏まえ、会費を集金したいと考えております。 

※６月の各地区町会連合会で、町会ごとの金額をお示しし、７月の各地区町

会連合会でご持参をお願いいたします。 

 （机上配布の封筒を用いて、７月の持参をお願い申し上げます） 

※１世帯あたり９円程度   

 

                    （事務局） 

環境清掃部清掃リサイクル推進課啓発指導係                    

齋藤・上村 電話 5692-6697 
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８荒環清第３２１号 

令和８年５月１３日 

町会・自治会 各位 

荒川区清掃リサイクル推進課  

清掃事務担当課長 阿部 貴洋 

 

カラス除け対策実証実験へのご協力のお願い（依頼） 

 現在、荒川区では宮崎県日向市で実施しているカラス除け対策を区内で導入することを検討し

ており、下記のとおり実証実験にご協力いただけるモニターを募集しております。 

つきましては、ご協力いただける町会・自治会がおられましたら、お手数ではございますが、

お申し込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 申込期間 令和８年６月５日（金）から令和８年７月３日（金）までに 

       同意書を提供場所までご提出ください。 

 

２ 実験期間 令和８年８月１日（土）から令和９年７月３１日（土）まで 

 

３ 実験箇所 防鳥ネットが設置されている集積所 

 

４ 協力内容 

・集積所に設置しているカラス除けネットへの表示板の貼り付け 

・翌月末に電話やメールによる被害状況の報告（例：カラスの被害なし、一部で被害あり等） 

・表示板の日常管理（破損等の確認、表示板の張り直し等） 

 

５ 素材の提供場所 

 ・清掃リサイクル事務所 ２階事務室（町屋５－１９－１） 

 ・南千住清掃車車庫 ２階事務室（南千住４－１－８） 

 ・あらかわリサイクルセンター ２階事務室（南千住３－２８－６９） 

 ・あらかわエコセンター ３階環境課（荒川１－５３－２０） 

 

６ 特記事項 

 ・実験効果を高めるため、表示板がカラスに見える向きでネットに貼り付けてください。 

・表示板に破損等が発生した場合は交換いたしますので、作業係までご連絡ください。 

・カラスが模様に慣れ効果が薄れる場合がありますので、その際は模様を変更してください。 

 ・不要になった表示板は可燃ごみとしてお出しください。 

 ・その他、ご不明な点につきましては作業係までご連絡ください。 

 

７ 連絡先 荒川区環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係 

（直通）０３－３８９２－６６９７ （メールアドレス）seiso-recycle@city.arakawa.lg.jp 
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受付番号＿＿＿＿＿＿ 

 

令和  年  月  日 

 

同 意 書 

 

 

本団体は、区が実施するカラス除け対策実証実験に協力いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 団体名                                      

 

２ 代表者                                      

 

３ 住 所  荒川区              丁目       番      号  

    

                                           

 

４ 連絡先        （        ）         ※日中連絡がつく番号 

 

５ 対策箇所               箇所 

 

６ 使用枚数 

       パターン①    枚    パターン②    枚  

 

パターン③    枚    パターン④    枚 

 

      パターン⑤    枚    パターン⑥    枚 

 

      パターン⑦    枚     
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受付番号＿＿＿＿＿＿ 

 

 

令和〇年〇月〇日 

 

同 意 書 

 

 

本団体は、区が実施するカラス除け対策実証実験に協力いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 団体名   〇〇〇丁目〇〇町会                              

 

２ 代表者   清掃 太郎                                  

 

  荒川区   ○〇〇〇   〇 丁目    〇〇 番     〇〇 号             

 

                                               

 

３ 連絡先    〇〇  （  〇〇〇   ） 〇〇〇〇      

 

４ 対策箇所    〇〇   箇所 

 

５ 使用枚数 

       パターン①    枚    パターン②    枚  

 

パターン③    枚    パターン④    枚 

 

      パターン⑤    枚    パターン⑥    枚 

 

      パターン⑦    枚     

 

       合計       枚 

日中連絡がつく電話番号

をご記入ください。 

記入例 

町会・自治会名を 

ご記入ください 

本モニターに関

する担当者をご

記入ください。 

１カ所につき２パター

ンをお選びください。 

（必要枚数） 

箇所数×２枚 

申込日 
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表示板の絵柄一覧 

 

●パターン①                           ●パターン② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パターン③                           ●パターン④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パターン⑤                           ●パターン⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パターン⑦ 
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プラスチック回収の実施状況報告について

②-1 プラスチック回収による効果（二酸化炭素【CO2】削減）

① プラスチック量の実績（令和7年10月【全域開始時期】～令和８年３月）

合計3月2月1月12月11月10月

約793.7トン約138.1トン約122.5トン約142.1トン約150.5トン約125.8トン約114．7トン

これまでのプラスチック回収の実施により、

約1,060ｔのCO2削減効果

杉の木換算では、約75,600本

約18,000t（令和6年10月～令和7年3月）

約１,３００ｔ（約7％）削減

約16,700t（令和7年10月～令和8年3月）

②-2 プラスチック回収による効果（可燃ごみの減量）

区民1人あたり
約3.53㎏を回収
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８荒地生第４５５号 
令和８年６月５日 
（ 公 印 省 略 ） 

各町会長 様 
 

地域文化スポーツ部生涯学習課長     
  加 瀨 優 大   

 
 

町会掲示板へのポスター掲示について（依頼） 
 
 
 平素より、荒川区の文化財保護事業に御理解と御協力をいただき、誠に有難うご

ざいます。 
 さて、この度「第４５回あらかわの伝統技術展」を開催いたします。 
 つきましては、広く区民の皆様にご案内するポスターを制作いたしましたので、

誠に恐縮に存じますが、下記の通り町会掲示板に掲示していただきたく、お取り計

らいのほどよろしくお願い申し上げます。 
 
 

記 
 
 
１ ポスターの内容  「第４５回あらかわの伝統技術展」ＰＲポスター 
            A４版（添付の通り） 
 
２ 希望掲示期間  令和８年７月５日（日）までで可能な期間 
 

 
 
 
 

問合せ等 地域文化スポーツ部生涯学習課 
荒川区立 荒川ふるさと文化館  

       担当 西條・岩元・野口         
電話：（３８０７）９２３４   
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８荒健健第１０６１号 

令 和 ８ 年 ６ 月 ５ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 様 

荒川区健康部健康推進課長 

 

予防接種事業に係るチラシの回覧について（依頼） 

 

 日頃から、荒川区の保健・衛生行政にご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

 さて、この度、帯状疱疹ワクチン接種事業、麻しん（はしか）の緊急対策事業

に関するチラシを作成しましたので、お忙しいところ恐縮ですが、下記のとおり

回覧をお願いしたく存じます。 

 ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 依頼事項  回覧板によるチラシの周知 

 

２ 内  容  帯状疱疹ワクチン接種事業のお知らせ 

        麻しん（はしか）の緊急対策の実施について 

 

３ 問い合わせ先 

       荒川区健康部健康推進課予防接種係 

       荒川区荒川2-11-1 がん予防・健康づくりセンター2階 

       担当 森 齊藤 杉澤 

       電話 03-3802-3574 
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荒川区保健所 予防接種係

03-3802-3574（直通）

帯状疱疹の予防接種は、令和７年度から接種対象者が年齢で決定され定期接種として実施してい

ます。今年度の対象者は以下の年齢（生年月日）の方々です。定期接種の対象となるのは、一人一度

きりの１年間だけとなりますので、接種希望の方はお忘れなく接種を受けるようにしてください。

５月下旬以降に送付する予診票で２３区内の協力医療機関にて接種できます

帯状疱疹ワクチン
予防接種お知らせ

※令和５年度以降に区の費用助成にて、帯状疱疹ワクチンを接種完了された方は助成の対象外です。

不活化ワクチン生ワクチン

１１，０００円/回４，０００円自己負担額

２回
（原則、２か月以上～６か月以内）

１回接種回数と間隔

免疫の状況に関わらず接種可能
病気や治療により免疫が低下し
ていている方は接種不可

接種条件

接種１０年時点で８～９割程度が
残存

接種５年時点で４割程度が
残存

予防効果
（持続期間）

●接種期限は令和９年３月３１日です。

●一部の対象者や詳細についてはHPでご確認ください。

※いずれかのワクチンを接種するか主治医にご相談のうえ接種をしてください。

令和８年度定期接種対象

対象となる生年月日年齢
昭和16.4.2〜昭和17年4.1生85歳

昭和11.4.2〜昭和12年4.1生90歳

昭和 6.4.2〜昭和 7年4.1生95歳

大正15.4.2〜昭和 2年4.1生100歳

対象となる生年月日年齢
昭和36.4.2〜昭和37年4.1生65歳

昭和31.4.2〜昭和32年4.1生70歳

昭和26.4.2〜昭和27年4.1生75歳

昭和21.4.2〜昭和22年4.1生80歳

※入院、施設入所などのやむを得ない事情により、東京２３区外で接種を受ける場合は、

償還払い方式での助成を受けることができます。

助成内容

接種方法
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問い合わせ先 荒川区保健所 予防接種係

03-3802-3574（直通）

都内で流行している麻しんの緊急対策として、 区では妊娠予定の方等を

対象に麻しん（はしか）の抗体検査及び予防接種費用を助成します。

  妊娠予定の方等への 
抗体検査及び予防接種の費用 
       を助成します 

19歳以上の妊娠希望の女性とその同居者、
妊婦の同居者

抗体検査

対象者

上記の対象者のうち、抗体検査の結果、予防
接種が必要と認められた者

予防接種

無料自己負担額

令和８年４月１日～令和９年３月３１日対象期間

医療機関に設置する予診票の利用で、無償で
検査及び接種が可能です

区内協力
医療機関

助成方法 申請書及び領収書を提出することで助成
（償還払い方式、上限額あり）
※詳細は、ホームページ（以下二次元コード）をご確認くださ
い。

その他の
医療機関

荒川区ホームページ二次元コード
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８荒産経第３９８号 

令和８年５月２０日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

各町会長・自治会長 殿 

 

経営支援課長 中野 大志  

 

 

ＪＯＢコーナー町屋及び町屋おしごとテラスのＰＲポスター掲示について（依頼） 

 

 

 平素から、区政に多大なるご支援・ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度、区とハローワーク足立が共同で運営する「ＪＯＢコーナー町屋」

及び区が運営する就労支援相談窓口「町屋おしごとテラス」を、広く区民の皆様に

ご案内するポスターを制作いたしましたので、誠に恐縮に存じますが、下記の通り

町会掲示板に掲示していただきたく、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

１ ポスターの内容 

  「ＪＯＢコーナー町屋及び町屋おしごとテラス」ＰＲポスターＡ４版 

  （添付のとおり） 

 

２ 希望掲示期間 

  令和８年７月３１日（金）までで可能な期間 

 

 

 

 

問い合わせ 産業経済部経営支援課就労支援係 

担 当 者 野澤        

電   話 ３８００－８７１０ 
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８荒総総第５０４号 

令 和 ８ 年 ６ 月 ５ 日 

 ( 公 印 省 略 ) 

 

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区長 

滝 口  学 

 

 

荒川区表彰規則による被表彰候補者の推薦について（依頼） 

 

 

梅雨の侯、貴台にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より

本区の運営に格別の御協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

さて、本年度も荒川区表彰規則による各種功労者の表彰を執り行うこととな

りました。 

つきましては、御多用のところ恐縮に存じますが、下記により被表彰候補者

の推薦方よろしくお願いいたします。なお、本件につきましては、御推薦いた

だいた方全員が表彰されるとは限りませんので、決定に至るまで「秘」扱いで

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 推 薦 要 領  別紙のとおり 

 

２ 推薦締切日  令和８年６月３０日（火） 

 

３ 提 出 先  各区民事務所または荒川地域事務係 

 

４ 表彰予定日  令和８年１１月１８日（水） 

 

５ 表彰式会場  アートホテル日暮里ラングウッド 

         （荒川区東日暮里５－５０－５） 

         ※昨年より会場が変更になっております。 
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被 表 彰 候 補 者 推 薦 要 領 

 

１ 被表彰候補者の推薦基準 

  被表彰候補者は、表彰を行う日において、満５０歳以上の者（規則等で任期等 

 に規定のあるもの及び善行については、この限りでない。）であって次の各号の 

 区分に従い当該各号に掲げる推薦基準に該当するものである。 

 

２ 表彰区分 

（１） 自治功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 区議会議員 ８年以上 

イ 区の行政委員会の委員又は行政委員 ８年以上 

ウ 区の附属機関又はこれに類する懇談会、協議会等の構成員 １０年以上 

エ 区の専門性を有する非常勤職員 １０年以上 

オ 
国又は東京都の非常勤職員として地方自治の振興に貢献した者 

（行政相談委員・人権擁護委員等） 
１０年以上 

カ 

イ～エに定める在職年数に達しないが、イ～エの二以上の職を歴任し、それら

の在職期間（イの職にあっては、その在職期間に１２５／１００を、ウとエに

あっては、１００／１００を乗じて得た期間とする。）の合計が１０年以上と

なった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した場合は、当該

重複する期間を一の職にあったものとする。 

キ ア～カに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（２） 地域自治功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 町会・自治会など地域自治団体の役員 
一 般 

功労者 

会  長 ８年以上 

 副 会 長  １０年以上 

会計又は監査 １３年以上 

 部  長 １６年以上 

イ 

アに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第１に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

 

別紙１ 
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（３） 商工功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 

商工業団体の役員 

（商店街団体及び連合会・工業会団体 

 及び連合会・繊維関係団体・食料品 

 関係団体・飲食関係団体等） 

一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

イ 

アに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（４） 街づくり功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 土木建設事業に関する団体の役員 
一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

イ 

アに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

ウ 
再開発・街づくり事業を率先実施し、その完成により地域発展に寄与し、特に

顕著な功績がある者 

エ ア～ウに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 
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（５） 消防・防犯功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 

防火・防犯事業に関する団体の役員 

（消防団・防犯協会・防火協会・各安 

 全協会等） 

一 般 

功労者 

会  長 

(分団長) 
１０年以上 

 副 会 長  

（副分団長） 
１３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

イ 

アに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（６） 税務功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 

納税に関する分野の団体の役員 

（青色申告会・納税貯蓄組合連合会・ 

 税理士会・法人会・間税会等） 

一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

イ 

アに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 
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（７） 社会福祉功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 
国又は東京都の非常勤職員として地域福祉等に貢献した者 

（保護司・民生委員・児童委員等） 
１０年以上 

イ 
民間における幼児保育施設及び社会福祉施設の長の職にある者 

（私立保育園長等） 
１０年以上 

ウ 

社会福祉事業・社会福祉団体の役員 

（心身障害者福祉団体・母子福祉団 

 体・遺族会・高齢者団体・赤十字 

 団体・共同募金協力会等） 

一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

エ 

ウに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

オ ア～エに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（８） 保健衛生功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 

公衆衛生・環境衛生・保健医療事業団

体の役員 

（医師会・歯科医師会・薬剤師会・ 

 歯科技工士会・食品衛生協会・環境 

 衛生協会・助産師会等） 

一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

イ 

アに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 
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（９） 学校教育功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 
学校の校医として１０年以上在職した者 

（内科・歯科・耳鼻咽喉科・眼科・精神科・薬剤師） 

イ 私立学校の長として１０年以上在籍した者 

ウ ア及びイに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（10） 社会教育功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 青少年委員・スポーツ推進委員として１０年以上在職した者 

イ 

青少年団体・社会教育団体・体育団

体・ＰＴＡ団体等役員 

（青年団体連合会・ＰＴＡ・女性団体 

・ 体育協会・少年団体指導者連絡会 

・ 青少年育成地区委員会等） 

一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

ウ 

イに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

エ ア～ウに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（11） 文化功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 文化財保護推進員として１０年以上在職した者 

イ 

芸術・文化・文化財保護・国際交流団

体等の役員 

（文化団体連盟・伝統工芸技術保存 

会・国際交流協会等） 

一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

ウ 

イに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

エ ア～ウに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 
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（12） 環境清掃功労 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 

環境保全及び清掃事業に関する団体

の役員 

（リサイクル関係団体・緑化推進団

体・清掃協力会等の役員） 

一 般 

功労者 

会  長 １０年以上 

 副 会 長  １３年以上 

会計又は監査 １６年以上 

 部  長 ２０年以上 

イ 

アに定める在職年数に達しないが、二以上の役員の職を歴任し、それらの在職 

期間（別表第２に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。）の合計が 

２０年以上となった者も該当者とする。ただし、二以上の職に同時に在職した 

場合は、当該重複する期間を一の職にあったものとする。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（13） 善  行 

功 績 対 象 種 別 在職年数 

ア 

人命救助・災害防止・防犯等において、区民の模範として推奨

するにふさわしい行為のあった者 ― 

社会福祉・青少年健全育成・環境美化等において、区民の模範

として推奨するにふさわしい善行を継続した者 
１０年以上 

イ アに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

 

（14） 指定無形文化財認定者 

国において重要無形文化財の保持者として認定された者及び東京都又は区におい

て指定無形文化財の保持者として認定された者 

 

 

＊別表第１（地域自治功労）      ＊別表第２（地域自治功労以外の功労者） 

役 職 名 割 合 

 

役 職 名 割 合 

会  長 ２５０／１００ 会  長 ２００／１００ 

副 会 長 ２００／１００ 副 会 長 １６０／１００ 

会計・監査 １６０／１００ 会計・監査 １３０／１００ 

部  長 １３０／１００ 部  長 １００／１００ 
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３ 在職等の期間の計算 

  在職等の期間の計算は、毎年９月１日現在を基準日とする。ただし、月数を 

 計算する場合に、一月未満の端数があったときは、これを切り捨てる。 

 

４ 再表彰 

  （１）～（12）の表彰は、重ねて行うことができない。ただし、表彰から５年を

経過した場合は、同一区分で同一の表彰理由のときを除き、表彰を行うことができ

る。 

 

５ 表彰の決定 

  区長は、表彰候補者として推薦があった者について荒川区表彰審査会にはかり、 

被表彰者を決定する。なお、推薦のあった者が次の各号の一に該当するときは、表 

彰することができない。 

（１） 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者 

  （刑の消滅した者を除く。）であるとき。 

（２） 住民税（現年度及び過年度分）を滞納しているとき。 

（３） その他、被表彰者として不適当と認められるとき。  

 

 ６ 表彰の方法 

   区長から表彰状及び記念品を授与し、その氏名及び事績を公表する。 

 

 ７ 提出書類 

（１）第１号～第１４号該当者（第１３号を除く。） 

① 推薦書       （第１号様式） 

② 閲歴事績調書    （第２号様式） 

③ 団体の主な行事一覧表（第３号様式） 

④ その他表彰審査上参考となる資料 

（２）善行該当者 

① 推薦書       （第１号様式） 

② 善行者推薦調書   （第４号様式） 

③ その他表彰審査上参考となる資料 

＊ 書類は、表彰候補者１名に対し、各１通提出願います。なお、表彰候補 

 者が複数の場合は、「推薦順位」を必ず記入してください
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第１号様式 

 

令和８年  月  日 

 

 荒 川 区 長 殿 

       

      推 薦 団 体 名 

  

      推薦団体の所在地 

 

      代 表 者 氏 名 印 

 

      （ 電 話 番 号 ） 

 

 

被表彰候補者の推薦について 

 

 

 

   令和８年 月  日付け８荒総総第５０４号による被表彰候補者に 

 

ついては、別紙のとおり推薦いたします。 
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第２号様式 

閲 歴 事 績 調 書 

表 彰 区 分 推 薦 順 位 

  

 

現 住 所 
             電話   （    ）      

ふ り が な  番  号 

氏  名 
 
 

生年月日 大正・昭和・平成  年  月  日 満   歳（令和８年１１月１８日現在） 

職  名 在 職 期 間 在職年月数 重複を除く月数 換算年月数（計） 

 
自   

   
至   

 
自   

   
至   

 
自   

   
至   

 
自   

   
至   

 
自   

   
至   

 
自   

   
至   

 
自   

   
至   

 
自   

   
至   

功

績

概

要 

 

 注 ① 太線の枠内は書かないでください。 

② 記載は年月順にしてください。 

③ 在職期間は、資格審査に必要なので、正確に記入してください。 

④ 功績の概要は、具体的に記入してください。 

⑤ 氏名のふりがなは、表彰式で氏名を読み上げる際に必要なので、正確に 

 記入してください。 

 

※ ご記載いただいた個人情報は、本人の同意なしに利用目的以外では使用しま 

 せん。 
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第３号様式 

団 体 の 主 な 行 事 一 覧 表 

 

 年  月  日 実 施 行 事 の 内 容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 

 

 

考 

 

 

注 ① 期間は、令和８年４月１日以降の主な行事について具体的に記入してください。 

② 必ず団体の会則又は規約等を添付してください。 
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第４号様式 

 

 

善 行 者 推 薦 調 書 

住  所  
電 

話 
  （    ） 

ふりがな  番  号 

氏  名   

生年月日 大正・昭和・平成   年  月  日 満   歳（令和８年１１月１８日現在） 

善   行   内   容 

善行の種別  

動   機 
 

 

行 

 

 

為 

期 間 年   月   日から   年   月   日まで 

場 所  

ど 

ん 

な 

こ 

と 

を 

 

詳 

細 

に 

 

そ

の

他 

 

家庭の状況 

最近の行動 

注 ① 善行の種別には、社会奉仕、環境美化、慰問激励、生活改善、青少年健全育成、 

   交通整理、隣人愛等を記入してください。 

② 既に、国、都あるいは団体から褒章又は表彰を受けたことのある場合は、その 

 他の欄にその名称、年月日、褒章又は表彰の種別、その他参考となる事項を記入 

 してください。 

※ ご記載いただいた個人情報は、本人の同意なしに利用目的以外では使用しま 

せん。 
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８ 荒 区 広 第 ５ １ ４ 号 

令 和 ８ 年 ６ 月 ５ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

各町会・自治会長 様                 

           荒川区政策企画部 

                            広報・シティプロモーション課長 鈴木 利枝子 

 

 

町会･自治会の夏季行事の調査について 

 

 

 日頃から荒川区の広報活動にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。 

 この度、あらかわ区報7月21日号（予定）で、「地域の夏の催し」を紹介することとなりました。 

 これにつきまして、町会・自治会様の夏の催しを掲載させていただきたく存じますので、掲載

を希望する町会・自治会様は、下記の調査にご回答をお願いいたします。 

※回答いただいた内容を基に区報に掲載します。 

 

記 

１  調査の対象 

町会・自治会で催される夏の催し（主催のみ。共催は除く）で、誰でも参加でき、原則とし

て７月２１日（火）～８月３１日（月）に行われるもの 

例…盆踊り、花火大会、ミニ縁日など 

※町会・自治会の方のみが参加できるものは除きます（調査 票を提出する必要はありま

せん）。 

 

２ 調査の方法 

別紙の調査票に記入いただき、６月２４日（水）までに広報・シティプロモーション課または

区民事務所へ持参、FAX、下記メールアドレスへのメール等でお送りください。 

※８月の催しなど期限までに日程が決まらないものは、決まり次第ご連絡ください。 

 

３ 問合せ 

荒川区広報・シティプロモーション課広報係 担当 尾澤・安藤 

 （３８０２）４９５７（直通）  ＦＡＸ（３８０２）００４４  

メールアドレス：koho@city.arakawa.lg.jp 
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荒川区役所広報・シティプロモーション課あて     <締切り：６月２４日(水)> 

町会・自治会の夏季行事について 

 

町会・自治会名 

         

         

連合町会名 

        

       

連絡先   氏名                     

 

電話番号              

 

ＦＡＸ番号 

    

行事名 
 

 

 

日 時 月  日（  ）～  月  日（  ）  

午前・午後   時   分 ～ 午前・午後   時   分 

会 場 

 

 

 

＊会場の住所も記入して下さい 

内 容 
 

 

＊日にちによって内容が違う場合には下記の欄にご記入下さい 

日 時 月  日（  ）    時   分～    時   分 

内 容  

日 時 月  日（  ）    時   分～    時   分 

内 容 
 

 

日 時 月  日（  ）    時   分～    時   分 

内 容 
 

備 考 
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荒川区役所広報・シティプロモーション課あて  <締切り：６月２４日(水)> 

記入例 町会・自治会の夏季行事について 

 

町会・自治会名   ○○○○町会 

         

         

連合町会名    ○○○○連合町会 

        

       

連絡先   氏名  荒川 太郎           

 

電話番号 ○○○○―△△△△            

 

ＦＡＸ番号  ○○○○―△△△△ 

 

行事名 盆踊り大会 

日 時 ８月 ３日（ 土 ）～  ８月 ４日（ 日 ）  

午前・午後  ６時 ３０分 ～ 午前・午後  ９時 ００分 

会 場 

 

○○公園（荒川○－○―○） 
＊会場の住所も記入して下さい 

内 容 
 

 

＊日にちによって内容が違う場合には下記の欄にご記入下さい 

日 時 ８月 ３日（ 土 ） 午後 ６時３０分～ 午後 ７時００分 

内 容 模擬店 

日 時 ８月 ４日（ 日 ） 午後 ８時００分～ 午後 ８時３０分 

内 容  金魚すくい大会 

日 時 月  日（  ） 午後  時  分～ 午後  時  分 

内 容  

備 考 
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８ 荒 危 生 第 １ ９ ６ 号 

令 和 ８ 年 ６ 月 ５ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

町会長・自治会長 各 位 

 

荒川区危機管理部生活安全課長                                                                                                                             

 須﨑 誠也 

  

交通安全運動用品の希望調査の実施について（依頼） 

 

日頃から、区の交通安全事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、区では例年どおり、９月中旬に各町会に交通安全運動用品を配付させていただく予定

です。 

つきましては、下記のとおり、交通安全運動用品の希望調査を実施いたします。 

ご多用中誠に恐縮ですが、別紙調査書に必要数をご記入の上、ご提出ください。 

なお、物品の配付につきましては、予算の都合上、数量等を調整させていただく場合がござい

ますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１ 希望調査書 別紙のとおり 

 

２ 提出期限  ７月６日（月） 

 

３ 提出方法   

（１） 各区民事務所にご持参いただく 

 （２） 生活安全課にご持参いただくか、ＦＡＸ又は電子メールもしくは専用フォームでご回答く 

ださい 

※ FAX 番号、メールアドレス及び専用フォームをご利用いただくための二次元コード 

は下記提出先のとおりです。 

 

４ 提出先    

荒川区危機管理部生活安全課交通安全係  担当 草間・人見 

電話 : ０３－３８０２－３１１１ 内線４８９ 

FAX :  ０３－３８９１－８８９２ 

メールアドレス： ｋoutsutaisaku@city.arakawa.lg.jp 

専用フォーム用二次元バーコード 

スマートフォン等でこちらの二次元

コードを読み込んでいただくと、 

直接回答できる専用フォームを  

ご利用いただけます。 
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貴町会でご利用いただく交通安全用品についてご回答ください。 

 

・提出期限  ７月６日（月） 

 

・提出方法  各区民事務所にご持参いただく 

生活安全課にご持参いただくか、FAX又は電子メールもしくは    

専用フォームよりご回答ください。 

※送付先は依頼文をご参照ください。 

  

 

１ 町会名・交通安全用品のご担当者について 

   町会名                                                           

  ご担当者  氏名            （町会内の役割       ）             

電話番号                                          

 

２ 今年度の交通安全用品の配付について、該当に〇でお答えください。  
     

  あり        ・        なし     
   

〇回答が『あり』の場合、下記３以降もご回答ください 

〇回答が『なし』の場合、下記３以下の回答は不要です。 

ご意見等がございましたら、裏面４にご記入ください。 

 

３ 上記２の回答が『あり』の場合、以下についてご回答ください。 

（１） 希望物品のお届け先について 

 

↓該当に〇 

 お 届 け 先  

 １ 町会会館 

 ２ 上記１の交通安全用品のご担当者様宅   

住所 ： 荒川区                                 

 
３ その他 

宛名 ：                      

住所 ： 

交通安全用品配布希望調査 

裏面あります。 
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（２） 下記の配付用品のうち、必要な用品の左側の列に〇及び必要数をご記入く 

ださい。 

なお、今年度より『横幕』を増やしました。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 交通安全対策についてのご意見・ご要望がありましたらご記入ください。 

 

配付用品名 

希望

有に

〇 

必

要

数 

黄色い帽子   

黄色いサンバイザー   

腕章   

黄色いベスト   

横断用の黄色い手旗（３０cm×３５㎝、ビニール製）   

のぼり旗（４５×１５０㎝、ポリエステル製）別紙見本参照 

Ａ 自転車も守ろう交通ルール  飲酒運転禁止   

Ｂ 自転車も守ろう交通ルール  運転中の携帯禁止   

Ｃ 自転車も守ろう交通ルール  自転車は左側通行   

Ｄ ヘルメットは大人も子供の全員着用   

Ｅ 自転車の違反にも青切符が導入されます   

交通安全   

横幕（４５cm×１５０㎝、トロピカル製）別紙見本参照 

Ａ 安全・安心ヘルメット着用 自転車は左側通行   

Ｂ 青切符はじまりました 交通ルールを守りましょう   

その他、希望商品があればご記入ください。  

 ※右記に数量も必ずご記入ください 
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尾
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察
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令和8 年度 横幕見本 
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はじまりました青切符

交通ルールを守りましょう



８荒区戸第１２２２号 

令和８年 ６月 ５日 

 

各町会長・自治会長 殿 

 

区民生活部戸籍住民課長 小堀 純  

 

 

住居表示における補助番号制度の実施について 

 

 

日頃から、荒川区の戸籍・住民記録行政にご協力賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。このたび、同じ住居表示の戸建てが複数存在することで、郵便物の誤配

等でお困りの方を対象に、荒川区では新たに住居表示における補助番号制度を実

施いたします。つきましては本制度について、町会の皆さまにご周知くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

１ 補助番号制度について 

現在の住居表示制度では、隣の家と同じ住所になってしまい、郵便物の誤配な

どのトラブルになることがありました。当該建物に補助番号を付すことで、隣の家

と住居表示の重複を解消する制度です。 

住民票にも補助番号を記載し、掲示用の補助番号プレートをお渡しします。 

 

２ 補助番号付定イメージ 

 ※荒川１丁目２番３号の戸建Ｂの居住者から申請があった場合 

（図の戸建Ａ～Ｃの住居表示はいずれも荒川１丁目２番３号で同一） 

 

 

 

 

 

 

 

４号 ３号 （道路） ２号

戸建Ａ 戸建Ｂ 戸建Ｃ
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a ３号に面した道路側線に２号との境を起点に３～５ｍ間隔に区切り、 

 順次、基礎補助番号を付番（事例の場合は 1～4 号） 

 

 

b 申請建物の主な出入口に位置する基礎補助番号（3 号）を補助番号に用いる 

 

 補助番号付番後の戸建Ｂの住居表示：荒川区荒川１丁目２番３号－３ 

 

３ 対象の建物 

住居表示が同一の建物が存在する区域にある建物  

※戸建の建物が対象になりますので、集合住宅や店舗等は申請できません。 

 

４ 申請から住民票に住民票に記載されるまでの所要期間 

３～５週間程度 

 

５ 注意事項 

補助番号を付定した場合、その建物に住んでいる方全員の住所変更が必要にな

ります。住所変更手続きはご自身で行っていただき、手続きに係る費用もご自身

の負担となります。補助番号の申請を行う際は、これらの点についても十分ご検討

ください。 

 

≪住所変更の届出等が必要なもの（例）≫ 

 ・マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書 

 ・運転免許証、電気、ガス、水道、電話等の公共料金等の住所変更 

 ・土地、建物登記簿の権利書欄の変更 等 

※具体的な手続き方法は、区ホームページを確認するか、関係各所にお問い合

わせください。 

 

問合せ  

戸籍住民課住民記録係 

担当：望月・藤田（大） 

電話：３８０２－３１１１（２３０１） 

-4 -3 -2 -1
４号 ３号 （道路） ２号

戸建Ａ 戸建Ｂ 戸建Ｃ
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